
 

保険医療機関及び保険医療養担当規則等に基づく院内掲示 
（令和 ８年 ６月 １日現在） 

 

厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 
 

１ 入院基本料に関する事項 
   ・当センターでは、（日勤・夜勤合わせて）入院患者様７人に対して１人以上の看護 

職員を配置しております。 
・入院患者様５０人に対して１人以上の看護補助者を配置しております。 

    
２ 入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理体制について 
   ・当センターでは、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者様に 

関する診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。 
・厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たして 
おります。 

 
３ ＤＰＣ対象病院について 
   当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する

“ＤＰＣ対象病院”となっております。 
 
医療機関別係数１．５８６９ 

(基礎係数 １．０５８３+機能評価係数Ⅰ ０．３８６５+機能評価係数Ⅱ ０．１１７９+救急補正係数 ０．０２４２) 
 

４ 診療明細書発行体制について 
   ・医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、 

領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で 
発行しております。 

・明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称、各種加算・管理料 
など診療報酬請求で定められた項目が記載されています。 

・明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 
   ・公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、発行を希望 

される方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 
 
５ 入院時食事療養に関する事項 
   ・当センターは、入院時食事療養（Ⅰ）に関する基準を満たし、管理栄養士 

又は栄養士によって管理された食事を、適時適温で提供しています。 
・常食およびエネルギーコントロール食を提供している患者様を対象に、 
開院記念日、七夕、クリスマスを始め、年 25 回のイベント食の提供を 
予定しております。 
 



６ 緩和ケア診療加算について 
   ・「がんと診断された患者様とそのご家族」の身体的・精神的・社会的苦痛などに対 

して、苦痛を緩和することを目的に適切な研修を修了した緩和ケアチーム（医師・ 
薬剤師・看護師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・細胞検査士・臨床心理士） 
を組織しています。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 

 

７ 栄養サポートチーム加算について 
   ・栄養状態が低下している方の栄養補給や、術前・術後の栄養管理などをチーム 

（医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・リハビリスタッフ） 
によりサポートしています。 

 

８ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用について  
   ・当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用しています。 
   ・当院では、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等に変更に関して、適切

な対応ができる体制を整備しております。 
   ・医薬品の供給状況によって、投与する薬剤が変更となる可能性があります。 
    変更する場合には、十分に説明をさせていただきます。 
 

９ 医療安全の取り組みについて  
・当院では、院長を責任者とする医療安全管理部門を設置するとともに医療安全 
管理委員会を定期的に開催し、事故等の再発防止策の検討をはじめ、各種研修会を 
実施し医療安全対策に努めています。 

 

10 歯科初診料の注１に規定する基準 
   ・歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機能を有し、 
    研修を受けた歯科医師が常勤しています。 
 

11 保険外負担に関する事項 
   ・当センターでは、個室使用料、診断書・証明書などにつきまして、その 

利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。 
   ・衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」 

についての費用や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用を、お支払いいただく 
ことはございません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  １）病室の差額使用料 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※２人室を１人で使用することを希望する場合の金額は、２人室に係る金額の２倍とする。 

 
２）選定療養費の徴収 

     ◎初診時 
紹介状のない患者様が受診される場合は、保険診療分に加え、選定療養費 
として、医科７，７００円（税込）、歯科５，５００円（税込）を負担していた 
だいております。 

◎再診時 
他の医療機関へ文書により紹介された患者様が、紹介状なしで再度受診 
される場合、選定療養費として、医科３，３００円（税込）、 
歯科２，０９０円（税込）を負担していただいております。 

なお、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介に 
よらず来院された場合にあっては、この限りではございません。 

 
３）診断書、証明書作成手数料 
  別紙「川口市病院事業使用料及び手数料条例別表関係料金表」のとおり 

 
４）川口市病院事業使用料及び手数料条例第２条第１項（9）に基づく使用料 

    及び予防接種等接種料金 
別紙参照 

 
12 ハイリスク分娩管理加算に係る院内掲示 
   令和７年１月～令和７年１２月の分娩件数  ４７７件 

産婦人科常勤医師数 ４ 人 
常勤助産師数 ３７ 人 

 

種別 金額（１日につき） 
病室番号 市内居住者 市外居住者 
特別室 16,500 円（税込） 

(助産に係る場合は 15,000 円) 
19,800 円（税込） 

(助産に係る場合は 18,000 円) 303 353 403 453 503 553 603 653 

753  

１人室 
13,200 円（税込） 

(助産に係る場合は 12,000 円) 
15,800 円（税込） 

(助産に係る場合は 14,400 円) 

311 312 358 360 362 363 365 402  

431 432 452 461 462 471 472 502 511 

512 520 521 552 561 562 571 572 602 

611 612 620 621 652 661 662 671 672 

752 770 771  

2 人室(1 人につき) 4,950 円（税込） 
(助産に係る場合は 4,500 円) 

5,940 円（税込） 
(助産に係る場合は 5,400 円) 468 568 668 767    ※８床 

特別室（緩和ケア病棟） 11,000 円（税込） 13,200 円（税込） 
706 715 718 721 722 

１人室（緩和ケア病棟） 7,700 円（税込） 9,200 円（税込） 
716 717 720 



病院概要 
 

病 院 名  川口市立医療センター 

 

開 設 者  川口市長 岡村 ゆり子 

 

事業管理者  國本 聡 

 

病 院 長  立花 栄三 

 

所 在 地   埼玉県川口市大字西新井宿１８０番地 

 

電 話  ０４８－２８７－２５２５（代表） 

 

診 療 科 目  内科、消化器内科、血液内科、脳神経内科、呼吸器内科、腎臓内科、 

        糖尿病内分泌内科、循環器科、小児科、精神科、外科、消化器外科、 

乳腺外科、呼吸器外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、 

心臓血管外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、 

放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、病理診断科 

緩和ケア内科 

 

病 床 数   ５１０床 （一般病床 ４６７床 救命救急病床 ８床  

新生児特定集中治療室 ９床 ＩＣＵ／ＣＣＵ ８床 ＰＣＵ １８床） 
 

診療受付時間  午前８時３０分 ～ 午前１１時 
 

診 療 時 間  月～金曜日 午前９時～午後５時 

        土曜日   午前９時～午後１時 

 

休 診 日  第２・第４土曜日、日曜日、国民の祝日、 

１２月２９日～翌年１月３日 

 

面 会 時 間   一般病棟 午後２時 ～ 午後８時  

※病棟によって面会時間が異なります。詳しくは冊子「お見舞いの方へ」 

をご覧ください。 

 

病 院 本 館   鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階・地上８階 

 

立体駐車場  駐車時間4時間まで２００円。以後1時間ごとに１００円。 

鉄骨造地上５階 駐車台数 約５８０台収容 

屋上緊急離発着場設置（ヘリポート） 

 

敷地内禁煙  健康増進法及びがん対策基本法の趣旨により、平成２０年４月１日 

        より敷地内のすべてが禁煙になりました。 


